
事 故 で  後  遺  症  が 残 り ま し た 。

私 は 障 害 基 礎 年 金 を

受 け 取 れ ま す か ？

年 金
だ よ り

３ 月 は 固 定 資 産 税 第 ４ 期 の 納 付 月 で す ！

第 １ 期 第 2 期 第 3 期 第 4 期

固 定 資 産 税 6 月   2 日 7 月 3 1 日 1 2 月 2 5 日
令  和 ８ 年
３ 月 ２ 日

村 県 民 税 6 月 3 0 日 9 月   1 日 1 0 月 3 1 日
令  和 ８ 年
２ 月 ２ 日

軽 自 動 車 税 6 月   2 日

〇 口 座 振 替 日 は 納 期 限 と 同 日

で す 。 前 日 ま で に 残 高 確 認 を

お  願  い し ま す 。

〇 納 税 は 口 座 振 替 が 便 利 で す 。

手 続 き 方 法 に つ き ま し て は 、

税 務 課 ま で お 問 い 合 わ せ く

だ さ い 。

お  問  い  合  わ  せ ： 税  務  課   ☎ 9 6 6 - 1 2 0 6

ご  存 じ で  す  か ？

「 障 害 基 礎 年 金 」  お 手 続 き の 前 に ・ ・ ・

初 診 日 の 前 日 ま で に 、 次 の い ず れ か の 要 件 を 満 た し て い る 方 。

一 定 程 度 以 上 の 障 害 の 状 態 に あ る 方 。

障 害 基  礎  年 金 を 受 け る た め の 3 つ の 確 認

確 認

1

確 認

2

確 認

3

初  診  日 に 国  民  年  金  に  加  入 し て い た  方  。

● 国 民 年 金 の 「 障 害 等 級 表 」 で 定 め ら れ た １ 級 ・ ２ 級 に あ た る 障 害 が あ る 方 。

　 （ 障 害 者 手 帳 の 等 級 と は 異 な り ま す 。 ） 　

● 初 診 日 の あ る 月 の 前 々 月 ま で の 加 入 期 間 の う ち 全 体 の ３ 分 の ２ 以 上 保 険 料 を 納 付

し て い る 方 。

※ 免 除 ・ 猶 予 制 度 を 受 け て い た 場 合 、 そ の 期 間 を 含 む 。

● 初 診 日 に ６ ５ 歳 未 満 で あ り 、 初 診 日 の あ る 月 の 前 々 月 ま で の 直 近 １ 年 間 に 保 険 料 の

未 納 が な い 方 。

● 初 診 日 に 国 民 年 金 に 加 入 し て い る 方 。

● 国 民 年 金 に 加 入 し て い た ６ ０ 歳 ~ ６ ５ 歳 未 満 の 国 内 在 住 の 方 。

※ ２ ０ 歳 未 満 で 障 害 を 負 っ た 方 も 対 象 と な り ま す 。

名 護 年 金 事 務 所 ☎ 0 9 8 0 -5 2 -2 5 2 2

恩 納 村 役 場 村 民 課 年 金 係 ☎ 9 6 6- 1 2 0 5

お  問  い  合  わ  せ ・ 手  続  き
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村  民 カ レ ン ダ  ー

● サ ン ゴ の 日
● 恩 納 村
S a v e T h e C or al
プ  ロ  ジ  ェ ク ト

（ P 1 8 ）

● う ん な 中 学 校
卒 業 式

春 分 の 日

天 皇 誕 生 日

令 和 8 年
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